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グリーン製品の需要創出等によるバリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 

（第４回） 

令和７年７月２５日 

 

 

【事務局（伊原）】  定刻になりましたので、ただいまから、グリーン製品の需要創出等

によるバリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会第４回を開催いたします。 

 事務局より事務運営の一部を委託されております、ボストン・コンサルティング・グル

ープの伊原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆様、お忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございます。本日は、委員の皆様

には対面で御参加いただいております。また、委員名簿に記載のとおり、オブザーバーと

して関係省庁様を含めて１６団体の方々に御参加いただいており、一部の団体様はオンラ

インでの参加となっております。 

 本日の検討会はハイブリッドにより開催させていただいております。開催の状況につき

ましては、ＹｏｕＴｕｂｅで同時配信し、動画は、会議終了後は議事録公開までウェブ上

で配信予定です。 

 ハイブリッド開催に当たりまして、何点か御協力をお願いいたします。オンライン参加

の方は、御発言する際以外はマイクの設定をミュートにしていただきますよう、御協力を

お願いいたします。また、御発言がある場合、挙手ボタンをクリックしていただくかチャ

ットにてお知らせいただきますよう、お願いいたします。通信の乱れ等何かございました

ら、チャットに御記入いただきますよう、お願いいたします。また、通信環境に伴うトラ

ブルが発生した場合には、オンライン参加の皆様にはカメラオフをお願いする場合がござ

いますが、御了承ください。 

 それでは、本日の資料の御確認をお願いいたします。議事次第にありますとおり、委員

等名簿、資料１、参考資料１から４の資料となっておりますので、不足等ございましたら

お知らせください。 

 それでは、議事に入らせていただきます。以降の議事進行について、高村座長、よろし

くお願いいたします。 

【高村座長】  ありがとうございます。大変お暑い中、お集まりいただき、どうもあり

がとうございます。本日、全ての委員の皆様、対面で御出席いただいているというふうに
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伺っております。さらに、オンラインで御出席の、そして対面でお越しいただいているオ

ブザーバーの皆様、第１回、第２回、第３回に引き続き、大変お忙しい中お集まりいただ

き、ありがとうございます。 

 本日の会合ですけれども、これまで３回にわたって議論をいただいてまいりましたが、

本日、グリーン製品の需要創出、そしてバリューチェーン全体の脱炭素化に向けて、いよ

いよ今後の施策の方向性について取りまとめを一旦させていただく方向でぜひ御議論をい

ただきたいというふうに考えております。 

 本日も御議論をいただくわけですけれども、これまでの第３回までの議論を踏まえて、

事務局が中間取りまとめ案を作成していただいておりますので、これについてまず事務局

から御説明をいただいて、皆様で御議論をいただきたいというふうに考えております。 

 それでは、早速ですけれども、議題の１の中間取りまとめ案について、資料の１に基づ

きまして、事務局より御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【杉井課長】  高村座長、ありがとうございます。７月１日付で吉野の後任で地球温暖

化対策課長に就任した杉井でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料の１に基づいて説明をさせていただきます。まず、これまで３回にわたりまして、

委員の方々、オブザーバーの皆様方には、大変示唆に富む、また、貴重な御意見を頂戴い

たしまして、ありがとうございます。また、第２回、第３回では、８つの機関の方々から

直接現状のヒアリングをさせていただいたところでございまして、こうした委員の皆様、

オブザーバーの皆様、それから、ヒアリングをさせていただいた皆様方の御意見等も踏ま

えまして、中間取りまとめという形で事務局のほうで案を取りまとめさせていただきまし

た。 

 では、２ページ以降を御覧ください。既にここら辺は議論をされているところですので、

簡単に紹介をさせていただきます。既に地球温暖化対策の取組につきましては、直近では

排出量取引制度がいよいよ導入されるということも踏まえまして、特に上流・中流部分で

の取組が着実に進みつつあるところではございます。また、スコープ３の取組についても、

情報開示の動き、さらにはそれの義務化に向けた動きも踏まえまして、その取組をより進

化させる取組が進んできているところでございます。 

 次お願いします。そうした中で、一方で、こういった取組をいかにしてこの製品のとこ

ろにも反映していくかということが重要になってくるところではございます。当然ながら、

そういった製品が分かりやすくという部分も重要ですけれども、消費者にそういったもの
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がしっかり理解をされて、需要として創出されるということを目指すことが重要にはなっ

てくるところでございます。 

 そうした中、政府の中でも今現状でも様々な取組がされておりまして、例えば、経済産

業省におきましては、ＧＸリーグの中で、それぞれの企業の自主的なポジティブな取組を

いかにして制度化するかという取組もされておりますし、あとは、直近では、建築部分野

におきまして、建築分野のライフサイクル全体での排出量をいかにして計算して、それを

しっかり表示して取組として進めていくかということが着実に進められているところでも

ございまして、こうした取組と連携しながら我々が今回議論させていただいている需要喚

起の取組を進めなければいけないというふうに考えているところでございます。 

 ４ページは既存の制度の部分もございますので、省略をさせていただきます。 

 続きまして、５ページの部分でございます。先ほどもお伝えさせていただきましたよう

に、これまで、どちらかというとサプライサイド、デマンドサイドという両面の部分でヒ

アリングあるいは議論等をさせていただいたところではございますけれども、委員の皆様

からの御意見の中では、両者を分断して意見を考えても、なかなか一貫した政策というと

ころが見えにくいのではないかという御意見も頂戴したところでございまして、今回、そ

ういう意味で、そこのサプライチェーンのデマンドサイド、サプライサイド両者を一体的

に見て問題点として考えて、それに対する施策という形でパターンを３つに分けて対応策

を考えたいという形で提示をさせていただいているところでございます。 

 ６ページをお願いします。そうした中で、まず、パターン１という形では、川上先行型

の脱炭素市場という形で定義をさせていただきました。まさに川上、上流部、いわゆる製

品の原材料あるいは部品等におきまして、既に様々な脱炭素に向けた積極的な取組が行わ

れているところでございます。ただ、どうしても原材料ですとかそういった部分の取組と

いうのは、製品の段階におきますと直接的な機能として見えにくいという部分もある中で、

こういったものを最後の消費者の部分も含めてどういうふうに伝えていくか、しかも、そ

ういったものが使われている製品がより積極的に購入されるような状況にしていくかとい

うことは非常に大きな課題であるというような状況を、様々なヒアリングの場でも御指摘

いただいたところでもございます。 

 続きまして、パターン２の部分でございます。これは川中先行型というふうに定義をさ

せていただいた脱炭素市場についてでございます。これはどちらかというと、製品の製造

がされた部分、あるいは小売の部分で積極的に脱炭素の取組をしていただいて、しかも、
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場合によっては、特にプライベートブランドなどにおいて、積極的に商品として表示をし

ていただいているというような取組が進んでいる分野においての課題感でございます。 

 この場合におきましては、製品全体でのライフサイクルの排出量を考えようとした場合、

製品のどちらかというと上流にあります製造業者、あるいは様々な運輸等も含めて、多く

中小企業の方々が関わっているところではございますけれども、そこの数字の考え方、あ

るいは、さらには削減に向けての取組というのが、サプライチェーン全体で取り組まなけ

ればいけないけれども、まだまだ十分浸透していないという部分が課題感として挙げられ

ているというふうに認識をしております。 

 さらに、パターン３でございます。地域主体型の地場市場という形で仮定をしておりま

すけれども、地域主体型という部分で、どちらかといえば、地域にサプライチェーンある

いは企業の方々が存在していて、地域での取組が中心となっているものが考えられると思

っております。 

 そうした場合、場合によっては、サプライチェーンの中でもどちらかというと末端のほ

うに位置をしているために、サプライヤーからのエンゲージメントがなかなか届きにくい

場合もございますし、場合によっては、地域である意味サプライチェーン、バリューチェ

ーンが比較的閉じている、最後の小売の段階はもしかしたらサプライチェーンとしてはあ

るかもしれませんけれども、閉じている結果、そういう意味では、地域での取組がないと、

なかなかそこにいる中堅・中小企業の方々に取組が届かないという部分があるという中で、

一方で、こういった取組というのは地域活性化にもつながる場合もございますので、そう

いう意味では、地域でどういうふうに考えていくかという課題感、それから解決策という

ことを考えていかなければいけないパターンではないかというふうに考えておりまして。 

 サプライチェーンの取組とは別にこういったパターンも、どちらかというと環境省がこ

れまで進めてきたところでもございますけれども、しっかりさらに促進策を考えていくべ

きではないかということで、パターン３として用意をさせていただきました。 

 こうした中で、現状と課題（全体像）としてまとめさせていただきました。このパター

ン１から３それぞれにおいても一番の課題としてあるのは、それぞれに行った取組、脱炭

素に向けた排出削減の取組をしっかり商品の価値として反映させて、その価値を消費者の

方々、それは当然一般的な国民もそうですし、それから政府、あるいは普通の企業の方々、

いわゆるＢｔｏＢも含めてではございますけれども、その価値を認識いただいて、需要と

して創出するということをどういうふうに進めていくかということが共通する大きな課題
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というふうに認識しております。 

 さらに、パターン２のところが特に大きいとは思いますけれども、サプライチェーン全

体で取組を進めていかないと、特に川上、川下を含めて、そこに多く連なっている中堅・

中小企業の皆様方が、より人材も、マンパワーもお金も不足している中で取組が進まない

中で、そういったものを積極的にサプライチェーンの中でしっかりエンゲージメントを図

って取り組まなきゃいけないというところ、連携の部分が大きな課題として挙げられると

思います。 

 さらに、中堅・中小企業そのものにつきましては、まだまだいろいろな課題に直面して

いる中で、そういった課題感を浸透していくという部分、まず第一歩の部分もしっかり充

実をさせていただく必要があるというふうに思っております。 

 １０ページから１２ページは、そこに関係する様々な御意見を頂戴している部分でござ

いますので、割愛をさせていただきます。 

 そういった課題感を踏まえまして、１４ページにそれを踏まえた施策をという形で全体

像を整理させていただいているところでございます。今回、施策Ａから施策Ｃ、Ｃは１と

２に分けさせていただいておりますけれども、それぞれ対応するものを掲げさせていただ

いております。 

 Ａは当然ながら、一対一対応でグリーン製品の最終需要をどう喚起していくかというと

ころがそうですし、Ｂは、まさにサプライヤー・エンゲージメントを含めた、企業間の連

携をどう促進していくかという部分があると思います。 

 Ｃ－１、Ｃ－２は、中堅・中小企業の皆様をどういうふうに底上げしていくかという部

分が中心なのですけれども、１つは、サプライヤー・エンゲージメントの中で底上げして

いくという部分もあるかと思いますし、もう一つは、地域それぞれのエリアにおいて、い

かにしてそういった方々を側面支援していく、あるいは支援体制を構築していくかという

ところが重要になってくると思っておりまして、ここの部分は１と２に分けさせていただ

いているところでございます。 

 そうした中で、１５ページ以降で、現時点で我々のほうでこういったことを考えられる

のではないかという対応策について、それぞれまとめさせていただいております。ただ、

どちらかというと、これから先お話しさせていただく施策は短期的な部分が多いというふ

うに考えております。これからまさにすぐに着手をしたいものについて挙げさせていただ

いておりまして、当然ながら、委員の方々からは規制ですとか制度ですとかそういった部
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分も当然必要だろうというような御指摘をいただいておりまして、そこの部分は中期・長

期的な課題として最後に述べさせていただく形としております。 

 まず、Ａ、需要喚起の部分でございます。一番右下の部分に全体の施策例という形で挙

げさせていただいておりまして、特に、より積極的に新しく取り組もうとしているものに

ついては、続く資料で用意させていただいております。その部分は後ほど説明させていた

だきますけれども、全体として消費者の方々の意識というものを高める、あるいは需要を

高めるためには、環境教育ですとか、あるいは、それぞれの企業、グリーン購入も含めた

需要の後押しという部分、既存施策の部分をより充実・深化をさせていくかという部分も

重要というふうに認識をしております。 

 その上で、幾つか環境省側で新しく今回の議論も踏まえて取り組みたいというふうに考

えているものについて、少し別の紙で説明をさせていただこうと思っております。 

 １７ページを御覧ください。まず、「ア」として、グリーン製品・サービスの評価・表示

スキームというものでございます。まず、グリーン製品という定義自体をしっかり明確に

しなければいけないと思っておりまして、この部分、当然ながら、ＣＯ２が下がっていると

いうことが一番大きな指標ではございますけれども、単純にＣＯ２あるいはＣＦＰだけの

比較では見えにくいＧＸ価値の部分もしっかり評価をしないと、なかなか、特に上流部分

の取組が進まないという部分もございますので、そこも含めて、このグリーン製品という

ものをどういうふうに定義づけるかということは議論が必要だと思っておりますが、そう

いった製品について消費者の方々により分かりやすくするためには、一定程度表示という

ものが必要というふうに認識しておりますし、その表示は分かりやすく、一方でシンプル

でなければいけないという部分があると思っております。 

 世の中、様々な形で先行して行われている表示の部分との整理も必要ですし、まさにエ

コマークのように、皆様方にもうかなり浸透しているという部分を踏まえつつ、新たに何

か表示をつくるということであれば、しっかりと浸透するというマーケティングの観点か

らの分析も必要だと思っておりますけれども、そういった表示、あるいは、それを表示す

る際の評価をするスキームについて、この部分は詳細な検討が必要だと考えておりまして、

その部分については、今回、中間取りまとめの行わせていただいた後、今年度後半にかけ

て新たに検討の場を設置して、より詳細な検討、先ほどもお話ししましたグリーン製品の

範囲、定義も含めて、検討する場をぜひ設けさせていただいて、さらに議論の深化をさせ

ていただいて、でき得れば、早い段階でそうしたものが見える化されるような世界をつく
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っていきたいというふうに考えております。 

 それと併せまして、そこで表示という形でできてくるのであれば、せっかくそれに関し

て様々なデータが集まってきますので、そういったものについては集約するということも

重要だというふうに認識しております。 

 １９ページでございますけれども、一方で、カーボンフットプリントそのものについて

は非常に重要な取組と認識しております。ただ、一方で、カーボンフットプリントをただ

算定するのではなく、削減につなげるカーボンフットプリントこそが重要だというふうに

認識しています。その場合には、個々の企業においてしっかりその中身も含めて考えた上

で算定をしていただき、表示をしていただき、さらに、削減につなげていただくというこ

とが必要でして、その場合、なかなか多くの、特に中小企業の方々にとっては、人材もい

ないというような部分とかノウハウもないという部分の壁もあるというふうに認識をして

おりまして、そうした部分をより支援するための体制というものをつくっていく必要があ

るというふうに認識をしております。 

 その部分は、当然、適正な算定期間を確保してという部分も必要ですけれども、よりそ

ういった企業の方々が削減にもつながる算定をしていただくところの支援機関を奨励した

りですとか、あるいは、人材育成なども含めて取組を進めていく必要があると思っており

ます。 

 さらに、「ウ」の部分でございますけれども、こうした表示ですとかＣＦＰの取組も含め

て、じゃあ消費者にとって何が刺さるのかというところは一番重要な鍵と思っております。

そういう意味で、そこの部分について、消費者がどれくらい反応しているのかというとこ

ろについての具体の調査というものがまだ十分ではないと我々も認識しておりますし、消

費者に刺さるためには、小売断面でより積極的な取組が当然必要になってくると思います。

店頭のみならず、ｅコマースも含めてではございますけれども。 

 そうしたことも含めて、製造メーカーから消費者への訴求も含めたモデル的な事業をぜ

ひ来年度以降できればというふうに考えておりまして、そういった部分について、当然、

先行してマーケット分析も必要なところではございますけれども、幾つかパターンを踏ま

えて、グリーン製品と呼ばれる製品がどういうふうに消費者に価値まで訴求するかという

取組をモデル的に進めたいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、２１ページ以降、Ｂでございます。バリューチェーン内の企業間の連携推

進の部分でございます。先ほども説明させていただきましたように、特にスコープ３も含
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めた排出量削減をするためには、バリューチェーン、いわゆるサプライチェーン、それぞ

れの取組をより強化をしていくということが必要だと思っております。 

 委員の皆様方からは、その中ではデータの取扱いについて非常に重要だということを御

指摘いただいたところでもございますし、価値や指標の統一ですとか、あるいは、当然な

がら、民間のサービスをより積極的に活用できるような状況をつくっていくということも

必要ですし、あと、検証という部分をより強化していくためには、そこに携わる人材もよ

り育成しなければいけないというお話もいただいているところでございまして、当然、そ

ういったものはより積極的に進めさせていただきたいと思っております。 

 その上で、２３ページ、２４ページで、新たな取組として幾つか提案をさせていただい

ております。１つは、スコープ３の削減、特にサプライチェーンとエンゲージメントも含

めての取組の部分について、まだまだ世間一般的に優れた取組としての評価というのが十

分ではないというふうに認識をしておりますし、どちらかというと、こういった取組、そ

れぞれの製造部門や会計部門のところで中心的に行われている中で、なかなか経営層に刺

さっていないという部分の御指摘もいただいているところでございまして、ありふれた手

法ではございますけれども、そういったものをいかにして表彰などでプレイアップしてい

くかということも重要だと思っております。 

 また、一方で、こういった数字がなかなか見える化できていないという状況もあると思

っておりまして、せっかく環境省、経産省とともにＥＥＧＳというシステムで排出量が今

やオンラインでどこの企業の排出量も簡単に見えるような状況になってきておりますので、

こういったシステムを活用して、よりスコープ３の取組あるいはエンゲージメントの取組、

それ以外のＣＤＰとかＳＢＴで認証されているような取組なども含めて、一体的に見られ

るようなシステム化ということが必要ではないかというふうに考えているところでござい

ます。 

 また、２４ページにありますように、様々な一次データを蓄積して、しっかりと横連携

していくことが重要です。まず、この前提としては、それぞれ、今、業界単位で進めてい

る算定の標準化というものも必要でございますし、今後、そういう意味で、データベース

がいろいろ出てきていく中で、うまく連携していくということが重要だというふうに考え

ております。 

 ただ、一方で、委員の方々から指摘がありましたように、秘匿性の部分はどういうふう

に配慮するか、一定程度マスキングをするというようなテクニックですとか、そういった
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ことも含めた検討は必要だというふうに認識をしております。 

 続きまして、Ｃの部分でございます。Ｃ－１の部分はサプライヤー・エンゲージメント、

特に中小企業に対するサプライヤー・エンゲージメントの部分でございます。 

 こちらのほう２７ページ以降でございますけれども、２７ページは、既に環境省のほう

でも行わせていただいております、企業単位・業界単位のサプライヤー・エンゲージメン

トの推進というのをさらに推進していく、さらに、そういったところのフォーマットを共

通化していくという取組を進めさせていただきたいと思っているところでございます。 

 今年度は、このモデル事業の中で、新たにおむつ等を製造している業界ですとか、ある

いは製薬の業界、それから、農協を中心とした食品部分の共通化というものも進めたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 もう一つ、企業間連携を考えたときに、やはりどうしてもお金の問題は出てくるところ

でございます。そういう意味で、「イ」と「ウ」でそれぞれ施策を掲げさせていただいてお

ります。 

 １つは、設備投資という部分が非常に重要になってくるところではございますけれども、

環境省では今年度から、特にサプライヤー・エンゲージメントに応じて、上流・下流も含

めて、上流・下流のサプライヤーの設備投資をする場合については、それをより手厚く支

援をするという制度を導入させていただいているところでございまして、これをより広げ

ていきたいと考えております。 

 さらに、「ウ」という形でありますように、最終的にはエネルギーの部分は非常に重要だ

と思っております。ただ、中小企業におきましては、どうしても、業務継続性の観点等も

含めて、ＰＰＡも含めて再エネを導入する際に、長期的にそこが継続するかという部分の

信用性がなかなか十分ではないというところで取組が進んでいないということがございま

して、信用力確保も含めたファイナンスの支援というものを新たにチャレンジしたいなと

いうふうに考えておりまして、特にサプライヤー・エンゲージメントという中では、大企

業の信用力も借りながら、そういった取組をどういうふうに進められるかということを来

年度以降できれば取り組みたいというふうに考えているところでございます。 

 最後に、地域レベルの取組でございますけれども、３０ページにありますように、今、

環境省では、地域の支援体制構築という中で、地域ぐるみで地域にある金融機関、商工会

議所、自治体等が連携して、その地域にある中小企業を支援するというモデル事業を、今

年度までで３６地域で行わせていただいているところでございます。 



 -10- 

 こうしたモデル事業をより幅広く横展開をしていくこと、さらには、今まではどちらか

というと認識を高めていただくという「知る」「測る」と言われているレベルの段階が中心

でしたけれども、その削減まで進めるための質の向上をより進めていきたいと考えており

まして、３２ページにございますように、やはりこういったものの取組を進めるためには、

地域でそういう体制なりノウハウを支援する機関を育てていくということが必要でありま

すし、また一方で、もう既に３６地域先進的なモデル地域ができていますので、そのモデ

ル地域から横に展開をしていくという取組が重要だというふうに認識をしておりまして、

このそれぞれのパターンについて、今年度からモデル的なものを始めておりますけれども、

より広げて、全国各地でこういう支援体制が構築される状況をつくっていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 最後に、３３ページでございます。先ほど冒頭にも説明させていただいたように、こう

いった短期的な支援策あるいは取組というものは今検討しているところではございますけ

れども、こうした脱炭素の取組というのは必ず、費用という意味では、より増加をすると

いうことは間違いないものではございまして、そういった費用が増加する中で、そういっ

た取組、製品が積極的に購入されるためには、意識や認知の向上だけではなかなか達成が

困難だということは委員の方々からも指摘を受けておりますし、我々の側でも十分それは

認識しているところでございまして、一定程度そういう意味で認知が拡大した段階では、

こういった製品がしっかり制度的に導入されるという仕組み、当然、税制ですとか財政上

の特例措置ですとかもそうですし、場合によっては、一定程度の規制的な措置、制度的な

措置というものが必要だというふうに認識をしております。 

 現段階ではちょっと抽象的な書きぶりにはなっておりますけれども、業界の方々からも、

予見性の観点から、できるだけそこの部分、タイムラインを示してほしいというお話を伺

っております。できるだけ、そういった部分については早い段階でこの時期でというよう

なタイムラインが示せるように、すいません、今回は、現段階では何年度までにここまで

やりますということを明示できていないのは大変申し訳ない部分がありますけれども、そ

ういうことを示せるようにしていって、企業の方々の予見性も含めて確保できるような形

で施策として進めさせていきたいというふうに考えているところでございます。 

 すいません。駆け足になりましたが、私の説明は以上です。 

【高村座長】  杉井さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここから、今御説明のありました資料１を中心に、委員の皆様からまず御意
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見をいただきたいというふうに思います。 

 全ての委員に御発言いただきたいと思いますけれども、本日、藤崎委員と、それから、

オブザーバーで御出席いただいております日本商工会議所から資料を提出いただいており

ますので、それについて簡単に御説明をまずお願いして、議論のキックオフをお願いしよ

うと思います。 

 それでは、藤崎委員からお願いできますでしょうか。 

【藤崎委員】  ありがとうございます。日本環境協会の藤崎でございます。 

 私からは、まず情報提供ということで、今回の事務局、今御説明いただきました資料の

スライド１７枚目、Ａの「ア」、グリーン製品・サービスの評価・表示スキームに関してで

ございます。 

 私は参考資料として「タイ グリーンカート」という、こちらはタイのグリーン公共調

達の枠組みでございます。真ん中のところにラベルが３つぐらいありまして、一番左のも

のがグリーンカートと言われるラベルでして、その真ん中にございますのはタイのタイプ

Ⅰ環境ラベルでございます。 

 このグリーンカート基準といいますのが、これは日本で言うところのグリーン購入法の

判断の基準に相当するものでございます。この基準を満たしますと、政府のＧＰＰ製品デ

ータベースというのが下のほうに書いてございますが、ＧＰＰというのはグリーン公共調

達でありますけれども、そちらのデータベースに掲載されて、この上から３つ目の対象機

関にある政府機関がこのデータデータベースを参照して購入するという仕組みになってご

ざいます。 

 前回の会議の事務局資料の中でも、タイのＣＦＰ削減ラベルというものも御紹介いただ

いていたと思うのですが、こちらもこの中ほどに記載がありますように、多分、地球温暖

化削減ラベルというのはそれのことかと思いまして、こちらのグリーン公共調達にも、デ

ータベースにも連携されているようです。 

 この制度の肝なのですけれども、一番下の枠に書いてございますが、出口戦略といいま

すか、登録したらそれで終わりということではなく、３年後に卒業を強制的にさせられる

ようです。引き続きこのデータベースに載せておいてもらって公共調達に活用してもらう

には、その少し上にある上位互換のタイプⅠ環境ラベルなどを取ってくださいと、このよ

うな立てつけになっているということでございます。 

 今回の御検討いただいているグリーン製品・サービスの評価・表示スキーム、こちらも
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資料では、当初は間口を広くというような方針のようですので、一度リストに載せたら終

わりとしてしまいますと、時間の経過とともに皆さん熱が冷めていってしまうというとこ

ろもあるかと思いますので、出口戦略も併せて検討していただくとよいかなと考えている

ところでございます。 

 もう一つは、またちょっと意見ということになりますが、ここで言う「グリーン製品」

の定義というのは、これから検討するということだと思うのですが、「グリーン製品」が今

回のメインテーマでありますＧＨＧが排出が少ない製品という狭い定義になってしまいま

すと、例えば、これまでのグリーン購入法ですとかプラスチック資源循環戦略といったほ

かの観点、そういった重要な施策が置き去りになってしまうと申しましょうか、脱炭素だ

けやっていればよいという方向になってしまうというのをどうしても私の立場からは危惧

するところがありますので、ぜひ、従来の施策も置き去りにならないような御検討をお願

いできたらなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

【高村座長】  藤崎委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、本日オンラインで御出席かと思いますけれども、日本商工会議

所から御発言をお願いしてもよろしいでしょうか。 

【皆藤様】  日本商工会議所、皆藤と申します。貴重な機会をいただき、誠にありがと

うございます。 

 私からは、全国の商工会議所で今年の春に実施いたしました「中小企業の省エネ・脱炭

素に関する実態調査」について、その結果を簡潔に御説明させていただきたいと思います。 

 先ほど杉井課長からも施策の方向性をご説明いただきましたが、多くの点、非常に共感

できるところもあり、ぜひ進めていただきたいと考える一方で、現在の中小企業の実態は

こういうものだという参考にしていただければと考えております。 

 それでは、早速、資料の１ページでございます。こちらは調査結果の概要ですけれども、

調査期間は、（３）にありますとおり、今年の４月下旬から５月下旬にかけて実施したもの

でございます。右上、（２）に回答企業数とございますが、全国約１,８００社から御回答

いただいたところでございます。 

 続いて、２ページでございます。この調査結果の主なポイントをまとめておりますが、

本日の議論に即した形で説明したいと思いますので、こちらはまたお時間がある際に御覧

いただければと思います。 
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 飛ばしていただいて、４ページを御覧いただきたいと思います。現在のエネルギー価格

が経営にどのような影響を与えるかということについて調査を行ったものでございますが、

約９割の中小企業が経営に影響があり、また、影響は深刻で事業継続に不安、とするもの

も約１割という結果でございました。 

 ７ページを御覧いただきたいと思います。そのエネルギー価格が価格転嫁できているか

を調査した結果です。価格転嫁ができている、おおむね７割から１０割という形でござい

ますけれども、価格転嫁できているとお答えいただいた企業数は約５０％でした。 

 続いて、脱炭素に取り組んでいる状況について、１０ページを御覧いただきたいと思い

ます。脱炭素の取組を行っていないとお答えいただいた企業数が３１％ほどございました

ので、引き算すると約７割の中小企業が脱炭素に関する取組を実施しているということで

した。 

 中央のグラフに具体的な取組内容を記載していますが、一番多かったのが省エネ型の設

備の更新・新規導入で３５％。また、運用改善による省エネの推進というのも３４％でご

ざいました。また、温室効果ガスの把握・測定というものも２６％、４社に１社ありまし

た。 

 続きまして、１３ページを御覧いただきたいと思います。中小企業が脱炭素に取り組ん

でいる理由・目的について聞いたところ、御想像のとおり、一番多かったものは光熱費・

燃料費の削減が約８割でした。また、２番目には、企業としての評価や知名度の維持・向

上というものがございます。環境ビジネスを何とか企業としての存在価値を高めていくも

のに使っていこうというような動きが出てきているという状況かと考えております。 

 飛ばしていただいて、１４ページを御覧いただきたいと思います。脱炭素に関して取引

先から要請があるかないかを聞いた設問でございます。一番下、要請がないとお答えいた

だいた企業数が７８％ございましたので、約２割は取引先から要請を受けているという現

状でした。 

 そして、１６ページでございます。では、先ほどの中で要請を受けているとお答えいた

だいた企業に対して、支援を受けているかを質問したものです。グラフの一番下でござい

ますが、支援を受けていないという企業が７４％ございましたので、２５％は支援を受け

ている。中身といたしましては、技術的支援であったり金銭的支援、もしくは両方受けて

いるというものが約２５％ほどあったという結果でございます。 

 続いて、１７ページを御覧いただきたいと思います。では、今後、脱炭素に関してどう
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いったことをやっていきたいかということを聞いたものでございます。一番多かったもの、

２番目に多かったものが、省エネ関係でした。また、真ん中辺り、線では囲っていないで

すけれども、環境ビジネスの展開が６.８％、環境ブランディングが６.９％でございます。

なので、中小企業における脱炭素というと、省エネがメインで、まだビジネスというよう

な考えがつながっていないのではないかということがこの１７ページから見てとれるので

はないかと考えております。 

 続いて、１８ページを御覧ください。取り組む際のハードルですけれども、やはり費用・

コスト面の負担が大きい。また、中小企業においてはマンパワー・ノウハウが不足してい

るという回答が続いております。 

 そして、２１ページでございます。政府・商工会議所に期待する支援策についてです。

政府には、資金面の支援を期待するという回答が非常に多かった中で、真ん中辺り、脱炭

素関連ビジネスの市場拡大に向けた取組を求めている回答は１０％でございます。なかな

か脱炭素がビジネスというような認識には至っていないのではないかと思っております。 

 最後、２２ページでございます。我々商工会議所に求める支援の内容といたしましては、

セミナー提供、国の支援策の紹介という形で、情報提供を求めている声というものが多く

ございました。情報が届いていないという現状が地方・地域の中小企業にあるのではない

かなというふうに考えているところでございます。 

 非常に駆け足となりましたが、私からは以上となります。ありがとうございました。 

【高村座長】  皆藤さん、どうもありがとうございました。 

 今、藤崎委員からタイのグリーンカートについて御説明をいただきました。特にグリー

ン調達、公共調達において、これから考えていくときに、３年に１度更新していく仕組み

ですとか、あるいは、先ほど御発言にもありましたけれども、単にＧＨＧだけでない統合

的な指標といいましょうか、そうした表示ができるということが重要じゃないかという御

指摘が非常に重要だと思いました。 

 日本商工会議所から、これは昨年も調査していただいていると思うんですが、中小・中

堅企業の実態を非常に丁寧にデータとして示していただき、私自身も大変興味深く受け止

めました。ぜひ、今後の議論の中で、藤崎委員あるいは日本商工会議所の資料についても

委員の皆様から御質問、御意見をいただければと思います。 

 それでは、これから委員の皆様に御発言いただきたいと思います。できれば一巡した後

に改めてセカンドラウンドの発言の機会をつくりたいと思っておりますので、できるだけ
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御発言は簡潔にお願いをできると大変ありがたく思います。 

 それでは、本日、皆様会場にいらっしゃいますので、委員の皆様はネームプレートを立

てて御発言の希望をお示しいただければと思います。ありがとうございます。末吉委員か

らまずお願いをし、その後、稲垣委員、そして伊坪委員とお願いしようと思います。 

 それでは、末吉委員、よろしくお願いいたします。 

【末吉委員】  御指名どうもありがとうございます。まず、このような取りまとめ案を

つくっていただきまして、心から感謝申し上げます。全体としては、需要創出の必要性が

しっかりと盛り込まれていて、とてもよいと思いました。 

 まず１巡目では、課題ＡとＢについて、それから施策の優先度について、２つ意見を申

し上げたいと思います。 

 まず、課題Ａについてなんですけれども、Ａの③の様々な施策を一気通貫で行うことに

ついては、現時点で方向性が決まっているのかどうかというところが少し疑問に思いまし

て。といいますのも、多分、Ａの「ア」が課題Ａの①に該当し、「イ」が課題Ａの①で、

「ウ」が課題Ａの②なのかなと思っているんですけれども、Ａの③のところがよく分から

なかったので、この部分について伺いたいと思いました。 

 あと、課題Ｂのバリューチェーン内・企業間の連携強化のところですけれども、Ｂの①

から③では、一次データの不存在と算定コスト、秘匿性の高い情報の取扱い、それから、

企業間連携による個社の経済的メリットの不明瞭さが課題として挙げられていましたが、

本施策例では、企業間連携の促進または一次データ蓄積の促進を奨励する施策が示されて

いますが、それが課題Ｂにて挙げられたそれぞれの課題に対してどのような対応関係にあ

るのか若干資料からは分かりづらいと感じました。 

 ２つ目の施策の優先度についてですが、この中間取りまとめ案で示されている施策Ａか

らＣ－２について、その全てが重要な施策であるということは言うまでもないですけれど

も、その中でＣ－１及びＣ－２については、対象が中小・中堅企業であって、施策の内容

としても、ナレッジですとか資本のある大企業から脱炭素経営等に必要な情報や資本を御

提供いただくものであるので、施策の優先順位としてはＡ及びＢに対して少し劣後するも

のと思っておりまして、誤解を避けるとすれば、Ｂで明確な成果が見えないとＣにはなか

なか移行できないのではないかと感じました。 

 以上の前提を踏まえますと、ＡとＢの両施策の優先度を考えると、いたずらに様々な情

報について企業間連携を行うということは、実施する企業のコストが大きくなりますし、
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その情報連携の目的も様々であるということが予想されると思いますので、まずは施策Ａ

を進めながら、具体的にどのような情報について連携を図るべきか明確にすることが、優

良事例を横展開していくということをするためにもいいのではないかなと思っています。 

 施策Ａ進めていく中で、消費者訴求として、効果的な付加価値ですとか、その表示方法

の仮説と実証、これは多分施策Ａの「ア」に該当すると思うんですけれども、を１つのマ

イルストーンとしながら、その結果を踏まえて、企業間でどのような情報連携が実現すれ

ばそのような付加価値を算定または表現できるか、これは施策Ｂ「ア」「イ」のところに該

当すると思いますが、の検討材料にできるのではないかなと思います。 

 付加価値算定に資する情報をうまく連携している優良事例を共有できれば、具体的にど

のぐらいのコストをかけて何を算定するとか、どの程度の企業利益が見込めるのかという

ことが分かってくるのではないかと思いました。 

 一旦、ここで終わりにします。ありがとうございます。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 いくつか確認的な趣旨の御発言もあったと思うんですけれども、いく人かの委員に御発

言をいただいた後に、事務局にお返しをしたいと思います。 

 それでは、稲垣委員、その後、伊坪委員、そして、今札をたてていただいている森原委

員の順番でお願いしようと思います。 

 それでは、稲垣委員、よろしくお願いします。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。Ｇｒｅｅｎ×Ｄｉｇｉｔａｌコンソーシアム 

見える化ワーキングの主査、稲垣です。 

 この第３回までの議論の内容を非常に丁寧にまとめていただきまして、ありがとうござ

います。私のほうからは、３回の会議の中で、データ連携中心にお話をさせていただきま

した。今回の資料の中にもデータ連携に関わるところをちりばめていただけていると思っ

ております。 

 １点、最初に、訂正ではないのですが、６ページのところで、私の発言のところで書い

てあるところで、データ連携、ルールとかが確立されていないという表現になっておりま

すが、我々Ｇｒｅｅｎ×Ｄｉｇｉｔａｌコンソーシアム 見える化ワーキングではそれら

をつくって普及させていこうとしている段階ですので、できれば普及・浸透が今の課題と

いうような表現にしていただけるとありがたいなと思いました。 

 全体として各施策の方向性の中にこのデータ連携の話を入れていただいておりますが、
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データ連携は共通的に関わってくるので、切り分けて１つの章としても良いのではないか

と感じたところでございます。 

 また、データ連携と併せてデータ共有についても触れていただいていると思います。例

えば１８ページと２４ページは両方とも、一次データを共有していこうというような内容

が書かれています。やろうとしているところは結構近しいことを書かれていますが、絵は

ちょっと違ってきているため読み手が混乱する可能性もあるのでで、データ共有の在り方

おしてまとめたほうが良いのではないかと思いました。 

 今日のご説明の中では、データの主権に関するところはまた課題としてはあるというこ

とでしたが、現状、データスペースということでウラノス、検討されている中で、それら

との関係がどうなのかといったところは、１点、しっかり表したほうがいいと感じました。 

 その中でデータ共有のところも、特に２４ページのところでは、業界別の議論というよ

うな話をされていますが、普及は業界ごとにやっていく部分が多いと思いますが、ＣＯ２

の算定や共有のルールは業界横断でやらないといけないところなので、それを業界横断に

拡大して進めていくときの課題というところもしっかり見ていく必要があると思っており

ます。 

 最後、もう一点だけ。細かいところでいきますと、１７ページのところで、グリーン製

品のデータベースをというお話のところでありましたが、既に、グリーン購入ネットワー

クのほうで「エコ商品ねっと」という仕組みもあるので、既存のものとの関係性も触れて

いかないと、それとは別にこういうものをつくろうとされているのか、そういうものをし

っかり活用させようとしているのかというのは示したほうがいいと思いました。 

 私から以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、伊坪委員、お願いいたします。 

【伊坪委員】  どうもありがとうございます。この施策Ａ、Ｂ、Ｃのそれぞれに対して

コメントを言えればいいかなと思ったんですけれども、ちょっとうまく整理できなかった

ので、全体の観点から３点ほど申し上げたいと思います。 

 １つ目なんですが、全体で拝見をしまして、話が日本に閉じているような気がするんで

す。例えば、需要とかを、海外における需要をどう創出するかと。例えば、日本の優れた

省エネ製品を海外で利用してもらうことで、海外の負荷を下げる。そこに貢献するという

ところをしっかりと示すということが日本企業の発展にもつながるでしょうというふうに
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思うというのと。あと、例えば、海外の素材等を購入しますと。それを使って製品を作っ

ているところを、日本の素材メーカーがより省エネ等を進めることによって、国産の環境

負荷の低いものを利用することによって、その価値が下流に引き継がれていく。 

 そういった観点は、海外の環境負荷をきちんと見てあげるということで貢献量を見られ

ると思うんです。ここが生産と消費の部分の両方の側面で議論いただいているんですが、

あんまり海外との関わりが入っていないような気がしていて、もう少しそこを見ていただ

くことで、日本企業の、もしくは消費者にとってのメリットというところをより幅広い視

点で見ることができるんじゃないかというふうに思います。 

 例えばインドネシア、火力が多い、８割以上占めるインドネシアで、ＥＶが本当に環境

負荷が下がるんですかというのは、これはそれぞれ国によって違うわけでして、こういう

ところをうまくその国の実情に応じた形で提案を日本からしていくという、そういったス

タンスが僕はすごく大事だというふうに思っています。それが１つです。 

 ２つ目なんですが、排出量取引の注目度はすごく高い中で、今は対象が想定されるのは

スコープ１なので、今後、排出量取引の使い方の範囲というのをスコープ３まで広げてい

くというところをもう少し真剣に御議論、どこまで行っているのか僕はそこ分からないで

すけれども、いただきたいなというふうに思っています。 

 もちろん、算定の信頼性とか、それをどう法令で生かしていくのかというところの難易

度はあろうと思うんですけれども、スコープ３を仮に排出量取引の中に含めていけば、そ

れは環境負荷の低い素材を供給する企業にとって見ると、大きなビジネスチャンスにつな

がりやすいというふうに思います。こういった辺りを法令の整備でうまく議論できるかと

いうところをもう少し御検討いただきたいと思います。 

 ３点目なんですが、さっき藤崎さんもコメントがあったところなんですけれども、マル

チクライテリアはやっぱり必要だというふうに思っています。例えば、ベンチマークは欧

州のタクソノミーになってくるかなとも思うんですが、御承知のとおり、マルチクライテ

リアで見ていて、緩和ももちろんＣＯ２削減の１つ要素を重視して考えていても、ほかの要

素の環境影響が悪化した場合にはタクソノミーに入らないわけでして、こういった辺りの

視点というのはやはり重要かなというふうにも思いますので、こういったバランスも含め

た形で、何がグリーン製品かというところの御議論にはぜひ含めていただきたいなと思い

ます。 

 以上です。 
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【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、森原委員、お願いいたします。 

【森原委員】  座長、ありがとうございます。 

 第１回で脱炭素経営の深化、グリーン製品が作れるという状況からグリーン製品を売れ

る状況に企業の経営をアップデートしていく必要があるということを申し上げました。今

回の事務局の中間報告を拝見しますと、まさに需要サイドにも目を配って様々な施策を打

ち出していただいておりまして、非常にいい形に進んでいるのかなと、まず思っていると

ころでございます。 

 この５分で私からは、２０ページになります、グリーン製品のモデル事業について少し

コメントをさせていただければと思います。これはグリーン製品を企画して、小売さんと

連携をして売場を設けるという営みですが、単純にグリーン製品を並べるだけであれば、

今もやっていらっしゃいますし、これまでもいろいろな小売さん、メーカーさんが取り組

んでいらっしゃったのではないかと思います。ただ、いまいち売れなかった。 

 したがって、今回も単純にやるだけでは、売れませんでしたという結論になってしまい

かねないと思ってございますので、過去なぜ駄目だったのかをしっかり見た上で、それを

回避、克服するための仕掛けを盛り込んでいくということが非常に重要かと思ってござい

ます。 

 具体的には２つ思うところがございます。１つ目はエビデンスです。つまり、消費者の

マス一般に向けても、まだ日本の消費者の皆さんの意識が低い中では売れませんので、ど

ういったセグメントのお客様であれば買ってくださるのか、しっかりした調査と作戦をこ

の事業に参加されるメーカーさんには立てていただくことがまずは必要かと思います。 

 ２点目は、エコノミクスです。グリーン製品を売場に並べるという営みを行うに伴って、

様々コストがかかりますが、売上げの拡大が大したことなかったとなると、これは事業者

としては成立しません。したがって、例えば、一定以上の規模を持つモデル事業にして、

広告にかかるような固定費のインパクトを薄めるであるとか、もしくは、資料にも記載が

ございますが、購買インセンティブ、お客様に動いていただくための販促等に対しても一

定の支援をするといった形で、政府事務局からサポートをすることは、これはこれで非常

に重要かと思います。併せて、こういったエコノミクスの変化を起こすための支援も政府

としてもやっていただけると成功確率が上がるのではないかと思います。 

 ぜひ、非常によい取組かと思いますので、細部においてより精緻に成功確率を上げられ
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る磨き込みを考えていかれるといいかと思ったところでございます。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、渡慶次委員、お願いできますでしょうか。 

【渡慶次委員】  ありがとうございます。私もどのようにまとまっていくのかなという

ところが気になっていたんですが、とりわけ今回、サプライサイドとデマンドサイド双方

にアプローチということで、その結節点となるような小売でありますとか、あるいは大企

業と中小企業、それはそのまま、もしかしたら都市部と地方・地域との間という形になる

のかもしれないんですが、そういった結節点にも丁寧に目配せが効いた施策を御用意され

ているなという形で、非常に期待が持てるなというふうに思っております。その上で何点

かあるんですが。 

 まず、もしかしたら、今回、脱炭素というテーマなので捨象しているのかもしれないん

ですが、通常、ＬＣＡあるいはカーボンフットプリントを考えたときに、廃棄、あるいは、

直近ですとリサイクルのフェーズですよね、ここまでを含めての環境負荷というものを考

えていくのが通常かなというふうに思っているので、このページでも最後は消費者で止ま

っているところ、この先がどうなっていくのか。 

 当然、ここで静脈産業の方も巻き込んで、全体としての脱炭素を実現していく。当然、

今、環境関連のアジェンダで言いますと、脱炭素だけではなくて、サーキュラーエコノミ

ーの実現ですとかそういったものを含めて同時解決していく必要がある中で、静脈産業も

含めてのトレーサビリティー、これは消費者の協力も必要でございますし、バリューチェ

ーン全体の協力は当然必要になってくるので、それも併せたデータの連携でありますとか

施策というところにも、次のフェーズなのかもしれませんが、何かあるといいんじゃない

かなというふうに思っていますというのが１点目です。 

 あともう一点。先ほど伊坪委員からもＧＸリーグとの話がありましたけれども、今回の

施策は基本的には、補助事業ですとか事業者さんにとってはいわゆる太陽に当たる政策だ

と思うんですよね。これが徐々にカーボンプライシングの世界に入っていって、どこかの

タイミングで北風になります。補助から実際の規制が入ってくるというところのスムーズ

な連携ですよね。それがどのぐらいの時間軸で移行されるのかというのが予見できると、

どうせだったら太陽が出ているうちにやったほうがいいんじゃないのかという形になるの

かなというふうに思っているので、そこを省庁間も連携しながら示していくというのが非
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常に重要なんじゃないかなと思いました。 

 また、本日の資料は中間取りまとめという形になっていて、一応、検討会としては最後

ではありますが、中間取りまとめというふうにしている背景を勝手に想像してなんですけ

れども、やはりこれすごい議論が尽きないなというふうに思っていまして。欧州、米国、

そしてアジアも含めた政局、そして、そこからの規制の在り方ですよね。こういったもの

もどんどん変化していますし、経済環境もどんどん変わっていく中で、常に柔軟な政策が

必要だというふうに認識をしているので、そこに合わせて、時宜を得た施策を打っていく、

私もその協力はしていきたいなというふうに思いました。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、北村委員、お願いいたします。 

【北村委員】  ありがとうございます。 

 私はThe Consumer Goods Forumという製造業と小売業の団体のサステナビリティテーマ

領域での議長として第１回目の検討会で、そのThe Consumer Goods Forumで４つのワーキ

ングが立ち上がっているという話をしました。 

 その中で、食品業界中心にサプライヤー向けの脱炭素支援プラットフォームを今構想化

していて、今回のスライド番号で言うと２４番、それから２７番と、その枠組みが近しい

と感じています。当然、競合もいる中でサプライヤーも多少重複してくるわけですから、

クリーンルームみたいなものを設けながらデータを集めて、その上で脱炭素に向けてCO2

の見える化と減らす化をやっていこうということをまさに考えておりました。したがって

このスライド番号２４、つまり、Ｂの「イ」並びにＣ－１の「ア」というものは非常に興

味深く思っていますし、もし今後これを事業化されるのであれば、その事業を先行した形

で我々の枠組みが実装のお役立ちになる可能性もあるので、色々と連携できればと考えて

おります。  

また４つあるうちのもう一つが、生活者とつくる脱炭素アクションというもので、これは

スライド番号の２０、Ａの「ウ」に当たるんですけれども、ＣＧＦ会員企業であるメーカ

ーがつくった商品が、同じ会員の流通企業の店頭でどういう意識変容を通じて購買に至る

のか？というものを、まさに今、仮説シナリオを作っている最中です。 

 ただ、ここには課題があり、すぐに店頭にダイレクトにつなげると、先ほどの森原委員

の話にあったとおり、大体が残念な結果になっている。そこを今、教育という仕組を活用



 -22- 

しながら、学校、あるいは学童の場または地域のコミュニティーなどのサードプレイス的

なところと連携して、その上で店頭を、売場という役割でなく「環境を学べる場」として

つないでみようというスキームを構築中です。従いまして、スライド番号２０にあります

ここの政府事務局というところがどんなふうに一緒に協働できるか非常に興味深いです。 

 例えば。今から申し上げることは一長一短あると思うのですけれども、ここのスライド

の図にある消費者の意識、例えば親子向けに施策を行った際に、親の反応、子の反応みた

いなものをしっかりと調査したいなと思うのですが、この仕事は色々な組織体がバラバラ

でやることでいいのか、あるいは、ここに国としても少し関与することによって、もしか

したらノウハウが貯まり、知恵が集まってくるのではないかというものも一つメリットと

して考えられるのではないかと思うのです。 

 このスライド２０がうまくいけば、恐らくは、スライド番号１７のＡの「ア」というと

ころがすごく効いてくると思うのです。 

 ここだけ独立してマーク云々を整備するのではなくて、例えば政府広報をする、企業が

CMで連携する、その他の媒体も連携しながら情報発信をつないでいく。そして、そのマー

ク的な情報・アイコン伴った商品が店頭にある。そういったマーケティング的な「IMC」が

できたらこのスライド１７はすごく生きてくると思う。そのためにもスライド２０の設計

とセットで考えるのがよいかと思った次第です。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 先ほど、藤崎委員からタイの事例など御紹介がありましたけれども、何かもし御発言の

御希望があれば、御発言いただければと思います。今、皆さん御協力いただいて、セカン

ドラウンドが多分できそうなので、場合によってはその後でも結構ですけれども、いかが

でしょうか。ありがとうございます。 

【藤崎委員】  ありがとうございます。 

 ２ラウンド目ということで、先ほど稲垣委員が触れていらっしゃったエコ商品ねっとの

ことはちょっと私も気になっておりまして。こちらの１７ページの新しいサービスの評価・

表示スキームということで、新たにリストみたいなものを立ち上げていきますと書いてあ

りますが、むしろ既存のリストやデータベースみたいなものを活用できないかなというこ

とは考えられるかなというふうに思っておりました。 

 御存じの方も多いかもしれませんが、ＧＰＮさんのエコ商品ねっとは、製品やサービス
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の環境情報を掲載しているデータベースということになりますけれども、かなり規模とし

ては大きくて、ちょっとさっき見たら、１万３,０００ぐらい製品数が登録されています。

その中身としましては、登録されている製品が、ちょっと宣伝っぽくなりますが、エコマ

ークを取っているかどうか、グリーン購入法に適合しているか、そういった絞り込みもで

きるのですが、結構ＣFＰとかＥＰＤなんかも２００ぐらいもう載っているのですよね。 

 こういうデータベースみたいなものを新たに立ち上げて、じゃあ登録を始めてください

とやりますと、やっぱり製品が増えていくまでにすごく時間がかかって、そうすると、脱

炭素化を急がなきゃいけないという中で、なかなか悠長に待っているということも難しい

かなと思いますので、既に１万３,０００もあるのであれば、それを活用するような方向を

考えるのも１つ手かなと思っております。 

 民間のデータベースなので、なかなか、政府がそれを取り込むということにもならない

ので、どう連携・連結していくかというのはちょっとあるとは思うのですが、検討しても

いいのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 一度、ここで事務局にお返しいたしましょうか。どちらかというと、御質問というより

は、確認ないしは御意見をいただいたと思いますけれども、もしよろしければ、事務局か

らお答えをいただければと思います。 

【杉井課長】  様々な観点での御意見、ありがとうございます。いずれもごもっともな

意見だというふうには認識をしております。 

 まず、末吉委員に御指摘いただいた①から③というのは、パターンの①、③とそれぞ

れのということでございますよね。当然、Ａの③というのもある意味グリーン製品なので

ということでまとめてはいますけれども、どちらかというと、そういう意味では、③に起

因する場合は、地場産品とかそういったものが多くなるかなというイメージでという御指

摘かなとは思うんですけれども。 

 そういう意味では、今年、ＣＦＰのモデル事業の中で、佐賀の地場産品をブランド化す

る際に、削減取組をうまく合わせて、「ＳＡＧＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥ」という地場産品

をやっているんですけれども、それをさらに削減効果も含めてブランドするということに

ついて、まさにＣＦＰの地域の人材育成事業と兼ね合わせてやろうとはしているというと

ころもあったりしているんですが。 
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 いずれにしても、そういう意味では、需要喚起という意味でやろうとしているので、必

ずしも大企業が作った製品に閉じたグリーン製品というふうには考えていないので、そう

いう意味でＡは①、③共通という形ではあるんですが、多分、特に地域に閉じた場合には、

そういう意味でやり方が微妙に違う部分もあるので、そこは工夫をさせていただきたいと

思います。 

 いずれにしても、全体を通して、優先順位というのは当然そうだと思っておりますし、

我々も強調しているつもりではあるんですが、Ａが一番重要だというのはまさにそのとお

りだと思っています。そこの需要が喚起されないと算定も進まないし、算定の価値も見い

だせないというのはまさにそのとおりなので、一番力を置いてこれから特に重点的にやっ

ていきたいというのはこのＡの部分だとは思っています。 

 ただ、並行して今まさに、多くの企業の皆様でスコープ３を下げようという取組も、製

品に限らず組織単位という形でも進んでいるので、そこの部分については並行して様々な

形の連携を進めていきたいという部分なので、まさに、環境省としては、特に施策Ａの部

分はよりこれからギアを入れてやっていきたいというふうに認識をしているところでござ

います。 

 稲垣委員から共通性の話ですとか、あるいは業界横断の話、まさに御指摘のとおりでご

ざいまして、ウラノスの話もございましたけれども、そういった部分を含めて、今まさに

動いているシステムの部分のことも含めて、これは環境省でデータベースをつくろうとい

うよりは政府全体での取組のイメージ感ですので、そこは各省と連携して進めさせていた

だきたいと思っております。 

 伊坪委員から御指摘がありました海外の話、まさに御指摘のとおりでございます。当然

ながら、日本の企業の製品というのは圧倒的に海外が市場としてあるというような中で、

海外の観点が十分でないというのは確かにそのとおりだと思いますので、そこはしっかり

配慮して、どちらかというと、こういった製品が海外により売れるようにするということ

が日本の企業の成長にもよりつながっていく部分もありますし、特に、今まさにＡＺＥＣ

の中でも、ＳＨＫも含めて、しっかり算定基盤をつくって、こういうステージに持ってい

くというものの第一歩を国としても進めさせていただいているので、そういったことも併

せつつ、海外展開、海外でより下がる、効果があるという部分も視野に入れて取り組ませ

ていただきたいと思っております。 

 あと、森原委員、伊坪委員、両方に指摘がありましたように、規制の部分、まさにその
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とおりだと思っております。スコープ３の部分についてはなかなか、伊坪委員からも御指

摘があったように、数字をどこまで認証として正確に捉えるかというものの課題感がある

という部分がある中で、どこまでそれをＥＴＳのような形に持っていくかというのは結構

難易度が高い部分ではございますけれども、一方で、スコープ３が徐々に規制的な方向に

持っていくということの必要性というものは、我々も認識をしております。 

 場合によっては、そういう意味で、一定規模以上の企業の皆様のスコープ３について徐々

に下げていくということについて、何らかの制度的措置というものを将来的に考えなきゃ、

まずはそういう形でやっていて、次のステップとして、それを価格、プライシングに持っ

ていくという手法もあるとは思いますし、いずれにしても、最終的にはスコープ３が下が

ることが一番、全体として下がるというのは御指摘のとおりだと思っていますので、そこ

はしっかり我々政府としても受け止めさせていただきたいと思っております。 

 森原委員、まさに御指摘ありがとうございます。エビデンスとエコノミクスの部分、ま

さにモデル事業の中でしっかり検討してやらせていただきたいと思っております。 

 渡慶次委員から御指摘をいただいた部分、当然ながら、消費者の部分というところは重

要だと思います。特にスコープ３で見た場合には、下流のほうが多いという事例は結構あ

ると思っておりまして、消費者自らの取組も含めて、廃棄の部分も含めて下げていかない

と下がらないという部分もあると思います。 

 そういう意味では、ただ単純に製品そのものだけではなくて、製品をどう使うか、ある

いは、どう処理するかという部分も含めて、消費者とコミュニケーションを取って、そこ

をブランド化していくということは重要だと思っていますので、場合によっては、最初の

段階では難しいかもしれないですけれども、次の段階の制度として、そこの部分も含めて、

デコ活で今やっているようなところを製品ベースまで落とし込んでいくということも必要

だというふうに認識をしているところでございます。 

 加えまして、ＧＸリーグの話ですとか規制の部分というのは、御指摘のとおりでござい

ます。 

 北村委員からThe Consumer Goods Forumの話、ありがとうございます。まさに連携をし

ていかなければいけない部分だと思っておりますので、いろいろそこの部分は情報交換を

したいと思いますし、単純に製品を並べておりまして、売れました・売れませんでしたと

いうのは、森原委員からも御指摘いただいたように、あまり意味がないと我々も思ってい

ますので、一連の教育も含め、単純にただ並べて消費者の行動変容を見るのではなく、そ
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この流れも含めてやっていかなきゃいけないという部分はあると思っていますので、そこ

の部分は、このモデル事業をどういうふうに設計していくかというのは、よく御相談をさ

せていただきたいというふうに思っております。 

 最後に、藤崎委員から、全体として、エコマークですとかＧＰＮの取組ですとか既存の

既に浸透している取組をどういうふうに生かしていくかということは重要な視点だという

ふうに思っておりますし、そこら辺の関係性もしっかり認識をしなければいけないと思っ

ています。 

 あとは、当然ながら脱炭素だけではないというのは、まさにそのとおりだと思っており

ます。脱炭素だけではなくて、消費者に分かりやすくするというのは結構難しいチャレン

ジングなところでありますけれども、トレードオフな部分もある中で、そこは単純にＣＯ

２だけ下げることだけが一番いいという形じゃなくて、両方達成してこその環境負荷の低

減にはなると思いますので、表示とかそういった部分、「グリーン製品」をどう定義するか

という部分については、そこも意識しながら検討させていただきたいと思っております。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、セカンドラウンドとして、事務局からのお答え、皆様方の御意見を踏まえて、

さらに御発言の御希望がありましたらお願いしたいと思います。 

 併せて、本日もオブザーバーの皆さんに御出席をいただいております。したがいまして、

セカンドラウンドという位置づけもありますけれども、オブザーバーの皆様からも御発言

の御希望がございましたら、会場の皆様は、名札を立てて教えていただければと思います。

オンラインで御出席のオブザーバーの皆様は、Ｚｏｏｍの手挙げ機能で教えていただくか、

あるいはチャットで教えていただければと思います。 

 それでは、セカンドラウンド、プラス、オブザーバーの皆様から御発言をいただければ

と思います。まず、委員から御発言いただこうと思います。伊坪委員からお願いをできれ

ばと思います。伊坪委員、稲垣委員、末吉委員とお願いいたします。 

【伊坪委員】  どうもありがとうございます。 

 今回のこの全体を通して、カーボンフットプリントを踏まえて、定量的な情報を実際の

施策に生かしていく、そして社会をトランスフォームしていこうというところがまずは前

提としてあるということで認識をしているんですけれども、それを踏まえて、定量化がう

まくいっているかというか、十分な情報が今共有されているかというと、そうでもなくて、

だから信頼性が高い情報を得ましょうというところでの一次データの御指摘等もあるとい
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うことだと思いますが。 

 もう少しそれを踏み込むと、自分事化をもっと進めていくための情報として、まだ足り

ないところが結構あるなというふうに思っています。これは国がやるのかというと、そう

でもないのかなというふうに思いながら発言をするんですが。 

 １つは、個人のカーボンフットプリント、消費ベースのカーボンフットプリントは意外

に大きく幅があって、国連の調査に、ＵＮのギャップレポート２０２２年だったと認識を

していますが、それによると、日本はデータがそこには出ていなかったんですが、アメリ

カは、個人の１年間のカーボンフットプリント、全体の幅を見たときに、下から、少ない

人から全体半分で見たときは、大体１人当たり１０トンぐらいなので、そんなに日本と変

わらないですね。 

 ただ、多い人はすごく多くて、トップ１％だと年間２５０トンなんだよね。２０倍大き

い。平均よりも排出量がある。ただ、それはその本人は知らないと思うんですよ。自分が

それだけ排出しているということは。まずそこを、個人が自分の排出量を知るというとこ

ろが、平均情報を基に認識をするというのと自分の生活をベース認識するというのは、特

に排出量の多い人に対する情報のリーチというのはすごく重要だと思っていて。 

 排出量の多い人がどう削減するのかというところについてちゃんとした根拠があれば、

少し強い拘束力を持って、例えば、税的なアプローチもあるんじゃないかなというふうに

も思ったりするわけです。そうすると、そのときに根拠となるデータがしっかりと担保さ

れていれば、それは支払う側についても、納得の上払っていただくというところにつなが

り得るんじゃないかなというふうに思います。 

 特に排出量の多い人に対する情報のアプローチというのが、僕はこの需要側に対する情

報源として極めて重要だというふうに思っていますというのが１つです。 

 もう一つは、地域なんですが、地域がそれぞれ強みを生かした上で削減していくのはす

ごく重要だと思います。一方で、地域のフットプリント、消費ベースのフットプリントは、

多分共有されていない。その議論に耐えられるレベルの情報源はまだないと思っています。 

 なので、各自治体ベースでそれぞれの１人当たりのカーボンフットプリント、消費基準

で見たときのカーボンフットプリントはどれぐらいなのか、その要因はどうなっているの

か、内訳はどうなっているのか、削減の方針はどうなっているのか、いいところはどうい

うところなのか、その成功例はどういうところから来ているのかというところをきちんと

認識することが、まずは地域における検討を行う上での前提になると思っていて、こうい
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った辺りについては、早く情報を１回認識して、その上で具体的な施策を検討すると、そ

ういうステップが非常に重要かなというふうに考えています。 

 以上です。ありがとうございます。 

【高村座長】  ありがとうございました。 

 それでは、稲垣委員、よろしくお願いします。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。 

 先ほどの各委員のお話を聞いている中で、最初に伊坪委員のほうからグローバルという

話が出ていて、データ連携はまさにそこが重要になってくるので、そこを言い忘れたなと

思いました。我々も海外のＷＢＣＳＤのＰＡＣＴと整合することでグローバルにもつなが

るというところですので、ＣＯ２情報をサプライチェーンでつないでいこうとするとグロ

ーバルが重要だというところは追記していただければなというところが１点。 

 もう一点は、私が第１回会合から主張していたところでもありますが、情報を示すこと

で行動変容を促すような施策が重要という意見が多い中で、個人的には、本当に行動変容

を意識で変えていくというのに限界があると考えており、これまでの会合でも述べさせて

いただきました。規制的な強制力の部分に関しては、最後のスライドのところで、長期的

な施策として挙げられていると思いますが、今後具体化していくと言いつつ、現状の３３

ページの右側の中長期的策のところは、あまりに漠とした書き方ですので、少なくとも、

もう少し具体的な内容を記載していただければと思っています。 

 例えば、中小企業との間で、価格交渉をする上で、素材価格や賃金、エネルギーコスト

などの上昇を踏まえて価格交渉をする中に、脱炭素という項目を入れることをルール化す

るということも１つアイデアとしてはあると思うので、もう少し何かそういうアイデアベ

ースで長期的にどういうことが、考えられるかを具体的に入れられていただけると良いと

思います。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 この後、末吉委員に御発言いただこうと思います。その後に、北村委員にお願いしよう

と思いますが、オブザーバーで、今、私のところで確認ができているのは、電機・電子温

暖化対策連絡会の齋藤さん、それからサステナブル経営、ＳｕＭＰＯの岩下さん、日本鉄

鋼連盟の田村さん、そしてＮＡＣＳの根村さん、この順番で御発言いただこうと思います。 

 それでは、末吉委員、よろしくお願いします。 
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【末吉委員】  ２巡目、どうもありがとうございます。 

 １５ページのＡのところは、政府・企業・消費者におけるグリーン製品需要の喚起とあ

るんですけれども、中身を見ていくと、消費者に高くても買ってもらえる状況をどうつく

るのかということに主眼が置かれていると感じました。もちろんそれもとても重要なんで

すが、環境負荷の高い製品が価格が高いという状況にしていくという検討も必要であると

思います。付加価値がある程度ついたとしても、環境にいいから高くても買うという消費

者は、今の不景気の中でなかなかいないだろうと感じています。 先ほども御指摘があり、

私も前回の検討会でも申し上げたので、繰り返しとなって申し訳ないですけれども、グリ

ーン製品の価値を理解して意識的に選ぶ消費者が増えることだけに頼っていては、必要な

量の需要が生まれないと思いますので、３３ページにも書いてあるように、中長期の施策

として、規制ですとか税制、財政等の特例措置などが重要になってくるのではないかと思

います。 

 例えば、以前お送りいただいた資料に記載があったカーボンプライシングなどのことで

す。 

 もう一点が、まだ多くの消費者はリユースですとかリセールというものがグリーン製品

であるということを認識していないと思うんです。リユースやリーセルも実はグリーン製

品なんだよということを消費者にしっかりと情報として伝えていき、グサプライ側もグリ

ーン製品として捉えて需要創出を検討していくべきだと思います。 

 デコ活のデータベースの事例にもリユースの洋服を選ぶと１着当たり９.５キロのＣＯ

２削減できます、と書いてあって、とてもいいなと思うんですが、そもそも９.５キロって

多いのか、少ないのか、全体のどれぐらいを占めているのかなど、比較できる対象がない

と分かりづらいなと思いました。今後、製品に表示していく際も、従来の製品と比べると

どのぐらいＣＯ２削減できますと書くことで消費者にとってわかりやすくなるのではと思

います。 

 それから、今、消費者庁も経産省もグリーン製品の需要創出については議論を展開して

いますので、ぜひとも省庁を超えて連携をしていっていただきたいなと思っています。 

 最後、やはり教育はぜひ力を入れていただきたいと思っていて、特に企業の経営者・社

員向けの研修ですとか、大人に向けた消費者教育、環境教育、それから、学校教育の中で

の消費者教育、環境教育がもっともっと進んでいくことを願っています。 

 ごめんなさい。さきほど伊坪委員が、排出量の多い人に対するアプローチとか情報提供
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という話がありましたけれども、排出量の多い人たちというのはどういう層の人たちなの

か、富裕層なのかとか、そうではないのか、もう少し具体的に知りたいと思いました。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、北村委員、お願いいたします。 

【北村委員】  先ほど申し上げたスライドの１７のところです。ここにあるとおり、左

下に目指す姿として、統一的なグリーン製品の評価・表示の在り方を整理することで消費

者・企業双方の分かりやすさを実現する、これぜひ進めていきたいなと思っておりますし、

そういう意味でいうと、企業の現場を預かる我々のチームでまた何か協力・連携できれば

と思っています。 

 というのも、生活者の意識がいつ変わるか分からない。急に来るかもしれないんです。

実は、会社事例で申し訳ないですけれども、コロナのときにお客様センターにとある生活

者の方からお電話があって、ずっと家に引き籠もっていたから、家で飲食しますよね。気

づいたらとんでもない量のペットボトルが増えてしまって、これ持って外の集積場に出せ

ないと。私は地球に悪いことをしているんじゃないかというふうに思ったというお電話が

あったのです。 

 つまり、今の生活者は、特段、環境に対して「意識高い系」には思われたくない人は多

いかと思うのですが、一方で、「意識低い系」にも思われたくない。もっと言うと、地球を

汚している「悪い方」の一味にはなりたくない、見られたくないという気持ちがベースに

あると考えます。 

 一方で、この間の第３回の資料で、温暖化を感じるかという理由に猛暑という回答が一

番多かったですが、今年ますます酷暑になってきていますよね。そうなってくると、先ほ

ど言ったように、「率先して意識高いことはしない」けど、「地球環境に悪いことしたくは

ない」。そうなると次は「でも、これ以上暑くなってしまったら何かしなくちゃいけないん

じゃないか？」という風に、どこかで意識が進む、あるいは、変わるシーンがあるように

思えるのです。 

 しかしながら同じ第３回の資料でも、「分からない」がいっぱいある。私ら消費者インタ

ビューをしたときに、「分からないんだけれども、何か環境に良いことをやっている企業の

ものを買うとか、そういう商品があれば買うことで”乗っかろう”」という言葉は出てきてい

るんです。当然、価格の問題はまだあるんですけれども。 
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 そうなると、ここにあるような国としてリストをつくるとか、もっと可視化してSNS的な

政府広報を通じてインフルエンサーの市民目線での語りかけをやって、かつそれらの情報

発信が、我々メーカーの商品や流通の店頭とセットになるように情報が一気通貫でつなが

ると、理解が進み、手に取り易くなってくるのではないかと思うのです。 当然、先ほど

から申しているとおり、いろいろなものが値上がりしていますから、サステナで買う人は

なかなかいなとは思うのですが、「何かしなきゃいけない」と感じたときに、こんなものが

あるというのがあるだけで選択肢になるのではないかと思いますし、もし、メーカーや流

通企業との連携を検討されるときは、ＣＧＦとしてもぜひ、お役に立ちたいと思う次第で

す。 

【高村座長】ありがとうございます。 

 それでは、今の段階で委員から追加で御発言希望が出ていないので、オブザーバーの皆

さんに御発言いただこうと思います。委員がかなり簡潔に発言をしていただいて、２巡目

が成功していますので、オブザーバーの皆様も、大変恐縮ですけれども、簡潔な御発言に

御協力いただければと思います。 

 それでは、最初に、電機・電子温暖化対策連絡会の齋藤さん、お願いいたします。 

【齋藤様】  御指名ありがとうございます。簡潔にと思います。 

 御議論の中にあったとおり、最終需要の喚起というのが一番根本的ですし、また、なか

なか一足飛びなアイデアが難しい面かなと思っています。我々は完成品をつくっているメ

ーカーの団体でもあるので、ｔｏＢとｔｏＣがあります。ｔｏＢの場合は、産業機器の設

備というのはものすごく耐用年数が長いので、実際、なかなか買換えが起こりません。変

圧器とかも、本来、我々、１５年とか２０年が耐用スペックで売っていますが、償却が終

わっても皆さん４０年ぐらい使ってしまうので、とても、今の状況だと２０５０年を超え

てしまったりするわけですよね。 

 ｔｏＢという意味でいうと、ユーザーさんの設備投資とコスト競争力の問題になるので、

いろいろな補助金だったり税制の措置も政府による一定の策の効果はあると思いますが、

我々も新しくビジネスモデルとして考えているのもあって、オペレーショナルカーボンと

いうことなんですけれども、機器そのものもグリーンではあるんですが、使っていただく

とさらにグリーンなる、使い方によって変わりますと、そこを見せていくということに対

して価値をつけていこうということも考えています。 

 そうすると、そこをサポートしていただくという意味でいえば、直接我々だけではなく
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て、例えば、フィナンシャルの方とか投資家の方とかを含めて、ある種、新しいフィナン

シャルの金融商品みたいなものをつくっていくということも必要かなと思っています。 

 例えば、企業とか組織であればサステナビリティ・リンク・ローンなどがありますけれ

ども、それのプロダクト版とかで、リースを長期に保証していただいて、最後これだけ減

るから今買ってくださいということもできるのかなと思っています。 

 モデル事業を組むときには、一種そういうアイデアも盛り込んでいけると、いろいろな

金融機関の方々とも議論ができて、さきほど地域のお話もありましたが、地域の場合は、

地銀さんが多分主力になるので、いろいろなやり方が金融商品としても出てくると広がっ

ていくんじゃないかなというふうに思っています。 

 一方、コンシューマーはさらに難しくて、我々、さっきどなたかが比較対象がないとお

っしゃっていましたけれども、カーボンフットプリントかＬＣＡは、もともとは、数字の

羅列のニュートラルな情報を出して、それをお客さんが自分で判断をしていただくという

のが本来の姿であって、そこにＡとかＢとかＣはないのです。かつ、算定したときは算定

したときの数字でしかないですから、トラッキングを見ていかない限りは、減ったかどう

かは分からない。 

 そういう意味でいうと、例えば、今、省エネラベルなんかは４つ星とか５つ星とかある

ので、あれは相対比較ができるから分かりやすい。５つ星だね、４つ星だねと分かるとい

うことなので、ＣＦＰの議論をしていくにしても、そういうものとくっつけていかないと、

なかなか、お客さんの自分事というか、認識が高まらないのかなと思っています。 

 加えて、長い目で見れば教育も大事だという話もありました。総花的にやってもという

議論もあったので、世帯数のコアになっているところという意味でいえば、これから子育

てをしていただいている方々が社会の中核になっていくわけですし、そこに教育という要

素もあるので、そういうところに的を絞ってやっていくというところでメッセージ性を上

げていかないと、なかなか認知度も高まらないかなと思っています。 

 そういう意味でいうと、さっき他省庁との連携という話もあったのですけれども、教育

であれば文科省かもしれませんし、それから、子育てであれば、こども家庭庁さんとかあ

りますので、そういうところとも面的に広げていきながらモデル事業を組んでいくという

ことも大事かなと思っています。単に環境だけではなくて、子供の教育のプラスアルファ

とかを含めて、長い目でやっていかないとなかなかそろっていかないかなというふうに思

っています。 
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 我々も事業者団体ではあるのですけれども、理科教育という意味では、東京都の小中学

校であったりとか名古屋とか大阪の小中学校ともそういうことの取組をしていますので、

そういうところでグリーンの価値が何なのかということを御理解いただくということも大

事かなというふうに思っています。 

 長くなりましたが、以上になります。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 この後、続きまして、サステナブル経営推進機構の岩下さんにお願いをいたします。大

変恐縮ですけれども、簡潔な御発言に御協力いただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

【岩下様】  ありがとうございます。ＳｕＭＰＯの岩下と申します。お時間いただき、

ありがとうございます。簡潔に数点、コメントでございますけれども、発言させていただ

きます。 

 まず、グリーン製品の定義、非常に重要だと思っております。いろいろと議論いただい

ている中で、グリーンな製品をつくっていくということと、そうした製品に対して需要を

高めていくという議論が中心かと思いますけれども、そもそも「グリーンとは」というと

ころをしっかりと定義することが重要と考えます。そこを誤ってしまうと、社会で今、目

的は社会の脱炭素化だったりサステナブル社会の実現というところだと思いますので、グ

リーンの定義をその目的につながるものにしていくというところが重要かなと思って１つ

コメントをさせていただきました。 

 そのグリーン製品を考えるに当たっては、何かしらのベースラインと比較して削減をし

ているというのがざっくりとしたグリーン製品の定義だと思いますけれども、何と比較し

て削減しているのか、例えば従来の製品等と比較してというようになると思うのですが、

では、その従来の製品って具体的に何ですか、というところですとか、非常に定義が重要

になると思いますので、引き続き御議論いただければ幸いに存じます。 

 あと数点なのですけれども、「削減、削減」というお話が中心で、これは過去の検討会で

も発言させていただいていますけれども、削減ももちろん大事ですが、まずは見える化を

していくというところへのインセンティブをどうしていくかも、引き続き御検討いただけ

れば嬉しく思います。 

 あと簡単に２点だけ。国際整合という点について、私どももＩＳＯに準拠した仕組みを

運営していますので、非常に重要と思いますし、国際整合してほしいと思います。一方で、
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例えばｔｏＣ向けに関してなど、目的によっては、国内向けということで割り切ってしま

ってもいい部分もあるのではないかなと感じるところもあります。どうしても国際整合を

主眼に置くと、グリーンの定義もそうですけれども、かなりいろいろと気になるところが

出てきてしまいますので、ある意味、目的によって割り切って、「ここは国内のルールで行

く」とするのもあってもいいのではないかなと思ったところです。 

 最後に、ほかの方々からも上がっていますけれども、既存の枠組みやルールの活用とい

うところ。私どもで言うと、算定ルールはＰＣＲ、Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｃａｔｅｇｏｒｙ 

Ｒｕｌｅというのを既に多数整備しております。そういったところの活用をぜひいただけ

ると幸いに存じます。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、お待たせしました。鉄鋼連盟の田村さん、お願いできますでしょうか。 

【田村様】  鉄鋼連盟と申します。３点コメントさせていただきます。 

 １点目でございます。課題Ａ、Ｂ、Ｃという３つの分類について、御説明の中で、課題

Ａについて一番の課題であるという御説明をいただいておりました。根源的な問題である

課題Ａ、これはＢｔｏＣ事業が不透明であることということだと思うんですけれども、こ

れが解消されること、すなわち、需要がそこにあるという状態を生み出すことによって需

要を取りに行こうというマインドも当然働きますから、その結果として、ＢやＣの課題の

解決に向けての追い風にもなるという構造かと考えております。 

 サプライヤーの上流にあって脱炭素化に向けたプロセス転換を進める上で、鉄鋼業は、

かなり長い期間を要する状況でございます。なので、数十年先のことであっても、足元で

２０５０年カーボンニュートラルに向けた大きなコストを要する投資決定をしなければな

らないという事情がありまして、予見性の確保が喫緊の課題となっております。したがい

まして、根源的な問題であるこの課題Ａにぜひ力点を置いて、スピード感のある施策の実

行をお願いしたいと思います。 

 ２点目でございます。これも課題Ａに係る施策についてでございますが、政策的に需要

をつくっていく際には、対象を明確化しておくことが必要と考えます。御説明いただいた

中で、見えにくいＧＸ価値の評価を含め、どう価値づけるかといった言及もいただいたと

ころでございます。施策のＡの「ア」に当たるところでございますけれども、サプライ側

の上流の脱炭素化行動を定量的に評価するためには、プロセス転換といった具体的な行動
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そのもの、動態的な価値を定量的に表す削減実績量を指標として使うことが必要です。 

 こうした動態指標を既存のＣＦＰの中で表現し反映させることの必要性につきましては、

先月、経済産業省さんがＧＸ実現に向けたカーボンプライシング活用に関する研究会の中

間整理というものをまとめていただいておりまして、この中できれいに整理をいただいて

おりますので、こうした省庁間連携も含めて、連携して対応いただきたいと考えておりま

す。 

 ３点目、３３ページ目の政策パッケージのところでございます。施策Ａの中長期的策に

「優れた排出削減価値を有する製品を高く評価する制度的措置の実施」とあるんですけれ

ども、高く評価をするだけで終わってしまってはいけないと思います。最終的には調達・

購入に係る措置も必要と思いますので、できたらこうした点についても明記をいただきた

いと考えます。 

 以上です。ありがとうございました。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ＮＡＣＳ、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の根村

さん、お願いいたします。 

【根村様】  ありがとうございます。NACS根村でございます。３点申し上げます。 

 まずどういった製品・サービスを選ぶかというときには、伊坪先生から偶然にも同じよ

うな御指摘がありましたが個人の消費ベースの排出量が分からないと考えにくいと思って

おります。 

 ４月に環境省さんより発表された「2023年度温室効果ガス排出量及び吸収量について」

で、家庭部門は出ているんですが、個人までは出ていませんでした。デコ活データベース

などを見て、どれぐらい減るかということを考えるにしても、個人の排出量が分からない

と考えにくいという話がたまたま昨日も出ましたので、述べさせていただきます。個人の

排出量は居住地やどういった暮らしをしているかによって違うので難しいとは思いますが、

モデル事業におきましては、どれぐらい個人の排出量があるかというところを１つの指標

にされてはいかがかというふうに感じました。 

 次に私どもとしては、消費者としては、脱炭素化だけでよいのかがベースにあるという

ことを改めて述べさせていただきたいと思うんですが、異常気象から脱炭素化につなげる

には、消費者にとっては抽象度がぐっと上がるというような印象があり、自分の生活との

つながりが分かりにくいというようなところがあります。脱炭素化が進んだ世の中に変わ
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ることが必要ではないかというような話が毎回のように出るということを述べさせていた

だきます。 

 最後になりますが、この検討会、どのようなところにまとまるのかなと思っておりまし

たが方向性に関しては、いろいろなところに目配りいただいていて、実行にもつながるよ

うなよいものになったのではないかと感じております。 

 以上となります。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、この後、会場で御出席の日本チェーンストア協会の西本さんに御発言をお願

いをし、その後、オンラインで御出席の日本化学工業協会、そして日本経団連にお願いし

たいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

【西本様】  ありがとうございます。日本チェーンストア協会でございます。スーパー

マーケットをはじめとするチェーンストアの団体でございます。 

 先ほど委員からも「店頭で並べているだけではなかなか難しいかもしれない」というお

話がございました。似たようなお話として、私どもの会員企業の売場におきましても、例

えばＧＡＰ認証制度をはじめとする様々な認証制度がございますが、そういった認証制度

の説明ボードを作って関連商品を並べても、実際にお客様にアンケートを取ってみると、

認証について御認識いただくのはなかなか容易なことではなく、やはり、鮮度や価格に対

して高い関心をお持ちであるという話も聞こえてきております。 

 したがいまして、先ほど来お話がありました、学校教育の現場でお子様に周知・教育を

していただいて、それを確認するためにご家族で売場にお越しになり、実際に商品を手に

取られるというのは確かに有効かもしれないというふうに思った次第でございます。 

 いずれにしましても、小売の現場では、ご存じのとおりセルフレジなどが拡大している

ことからも、ますますセルフサービス化は進んでおりますし、折からの人手不足もかなり

深刻な状況になっておりまして、現場の従業員の人海戦術によりこれらの周知を図るとい

うのはなかなか難しい状況というのを御理解いただければというふうに思います。 

 今、ＱＲですとかアプリなど非常に便利なアプローチ方法などもございますので、そう

いった効率的・有効なアプローチ方法など、工夫をしながら消費者への周知というのを図

っていければ良いのではないかと考えます。ぜひそこは皆様で工夫をしながら御検討いた

だきたいというふうに思っている次第でございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 
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【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、大変お待たせいたしました。オンラインで御出席の日本化学工業協会からお

願いできればと思います。よろしくお願いします。 

【藤井様】  ありがとうございます。日本化学工業協会、藤井でございます。第３回に

脱プラスチックやプラスチックのリサイクルの話があったと思います。私どもはグリーン

製品として何かプラスチックの機能を向上させても、結局、リサイクルや要らないものは

生産を減らすことになるので、需要創造とか創出と言われながら、基本的には今、過剰に

つくっている部分がどうしても減ってしまう。逆に、生産量・供給量が減ることがサーキ

ュラーエコノミーにおいては正しい方向だということなのです。 

 ですから、踏み込んで考えると結局は、先ほど末吉委員から言われたとおり、つくって

いるものの価値を上げて、それで、生産量・供給量を減らしつつもトータルとしては世の

中により多くの価値を提供して少ないエネルギーとかＣＯ２排出でより多くの価値を提供

しているという。そんな形のビジネス構造にしないと多分出口がないなと考えています。 

 そういう意味で、今日幾人かの方に御指摘いただいたと思うんですが、グリーン製品と

いうものは、ＣＯ２を出さないから価値があるのではなくて、価値が高いものが結果的にＣ

Ｏ２も出さないというような形の取組にしないといけないんだろうなと思っています。 

 グリーン製品って誰が決めるの、どう決めるのといったときに、今の絵柄だと、結局は

生産者側、供給者側が決めている。そうではなくて、製品の価値を決めるのは世の中の使

う人の側ですから、そちらがグリーン製品として良いものとして評価するという形の取組

にしないと、御指摘されているような形で、結局定着もしないのだと思います。たくさん

売れなくても、高く買ってもらって大事に使ってもらえれば環境負荷は小さくなっても経

済的には縮まないという形での出口もあろうと思いますので、そのような切り口のスキー

ムをぜひ考えていただかないと、我々みたいに数量的には絶対減る産業にとってはなかな

かつらい状況が来るのではないかと思いますので、使う人の側にとって価値の高いものに

限られた再生可能資源・エネルギーを集中するというような切り口をぜひまとめの中に織

り込んでいただけるとありがたく存じます。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、御発言希望は最後と思いますけれども、オブザーバーで御出席の経団連、池

田さん、よろしくお願いいたします。 



 -38- 

【池田様】  ありがとうございます。これまでの検討を踏まえた中間取りまとめの案を

示していただいたことに感謝申し上げます。記載いただいた施策の方向性に異論はありま

せんが、やや埋没している感がある点について申し上げたいと思います。 

 １４ページで課題の所在や対策について全体像を整理していただいておりますが、他の

方からも御指摘がありましたように、この中でも圧倒的に重要な課題は、施策Ａ、最終消

費の喚起だと考えております。需要が見込めなければ供給は行えないのが現実ですし、逆

に需要が見込めれば、基本的に供給はついてくるはずだと考えます。 

 施策Ｂのバリューチェーンの中での連携についても、需要の有無が大きな影響を与える

と思われます。すなわち、需要が見込まれない状況では、どうしてもルールメーキングの

手間を含む負担をサプライサイドの誰かが引き受ける格好になってしまうのではないかと

思います。連携強化だけを進めようとしても、早かれ遅かれ行き詰まってしまうのではな

いか。逆に、需要が見込まれる状況であれば、ニーズに応えるため、サプライサイドでの

連携も自然と進んでいくのではないかと考える次第です。 

 その重要な課題である施策Ａ、最終消費の喚起策のラインナップにつきまして、今回は

グリーン価値に対する消費者の認知拡大に軸足を置いた内容を提示いただいたと受け止め

ております。御提案のあった消費者向けの表示の在り方や企業の顕彰制度に関しましては、

既に様々なラベルが乱立し、環境についての様々な表彰制度も存在していることを踏まえ、

ぜひスクラップ・アンド・ビルドの精神で取組を進めていただきたいと考えます。 

 特に表示につきましては、表示が乱立すると、事業者の負担になるだけでなく、かえっ

て消費者に伝わらなくなることも懸念されます。カーボンフットプリントも、うまく使う

ことができればよい目安になるかもしれませんが、現段階では、消費者の肌感覚になじむ

指標とはなかなか言い難いのではないかと思います。そこで、まずは省エネラベルなど広

く浸透しているラベルを戦略的に選別して、そのラベルに情報を足していくといったとこ

ろから始めることも一案ではないかと考えます。 

 その上で、認知と購買のギャップを埋めるという最大の課題は、今回御提案いただいた

施策の外側に残っているのではないかと認識しております。環境省をはじめ政府一丸とな

ってのさらなる取組に期待申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。ありが

とうございました。 

【高村座長】  ありがとうございました。 

 渡慶次委員、お願いできればと思います。 
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【渡慶次委員】  ありがとうございます。簡潔になんですが。 

 ちょっと偉そうなこと言うんですけれども、結構企業さんが受身の姿勢の方が多いなと

思っていて、これはルールは落ちてくるものではなくて、今まさに一緒につくっていくも

のなのかなというふうに思っていて、とりわけＥＵなんかもブリュッセル効果を狙って環

境施策を大分進めてきているわけですし、中国もルールメークというところに非常に興味

を持って乗り出してきているというふうに認識しています。 

 日本ならではのグリーン製品みたいな話がありましたけれども、これをどうすればアジ

アの国に受け入れてもらえる、アジアを巻き込んだ取組にできるのか、それによって影響

力というものが強く、脱炭素政策というものが成長戦略に変えられるのかどうかという非

常に重要な分岐路にいるんじゃないかなというふうに思っているので、そこを産官一緒に

つくっていくという姿勢というか、思想というものがすごい重要なのではないかなという

ふうに感じています。 

【高村座長】  ありがとうございます。取りまとめのような御発言をいただきました。 

 委員から追加でどうしてもという御発言がありましたらお願いできればと思いますが、

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 本日、委員の皆様、そしてオブザーバーで御出席の皆様に、中間取りまとめの案につい

て、非常に重要な、貴重な御意見をいただきました。 

 私から、取りまとめではなく、いくつか重要と考えた点を申し上げたいと思います。１

つは、今回、先ほどから特に施策Ａについて御発言がありましたけれども、グリーン製品

の需要をどうやって創出をするのか、それは同時にバリューチェーンの脱炭素化をどう進

めるのかというもう一つの課題とリンクはしているわけですけれども、これを今の状況よ

りも一段取組の水準を上げる必要があるというのは共通した強い御意見だったように思い

ます。多くの皆さんから特に施策のＡのところ、需要喚起、需要創出のところを強調され

ていたかと思います。 

 同時に、伊坪委員、末吉委員も、日化協さんからも明確に御指摘がありましたけれども、

マーケットにどうやってグリーンの価値を統合していくかという施策、つまり、グリーン

製品を買ってもらうだけじゃなく、市場の中で当然グリーン製品が普通に買われるような

マーケットをどうつくるかが重要であるということをおっしゃっていると理解をいたしま

した。 

 これは炭素の価格づけの施策にも関わってくると思います。同時に私が大事だと思いま
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したのは、鉄鋼連盟さんからの、特に生産対応するためにも中長期の予見性をしっかり施

策が全体として示していくということが必要ということ、したがって、省庁間の連携をお

願いしますね、という御意見でした。ここは検討の重要な基調として確認ができる点では

ないかと思いました。 

 ２つ目の点は、政策パッケージの３３ページ目のところに関わるんですけれども、事務

局に御検討いただきたいんですが、稲垣委員から御指摘のあった、特にデータ情報のとこ

ろは重要な、連携の中でもとりわけ必要な部分として、今の課題、短期的な課題としてう

ち出す必要がないのか、柱の一つとしてうち出す必要がないのかという点はぜひ検討いた

だきたいと思います。 

 もう一つは、これも多くの委員、オブザーバーがおっしゃっていた点ですけれども、今、

環境教育は施策Ａの中にこっそり入っているんですが、デコ活なんかもそうなんですけれ

ども、非常に重要な横断的な施策としてむしろちゃんと位置づけたほうがいいんじゃない

かという御意見だったように思います。需要を変えるにしても、バリューチェーンをにな

っている中小・中堅の企業さんの意識を変えるにしても、やはりここはすごく大事だとい

う御意見だったと思っております。 

 最後に、多くの委員もおっしゃっておりましたが、カーボンの排出だけでない、例えば

資源循環とか、あるいはネイチャーに対する影響もそうかと思います。廃棄物の低減、リ

ユース、リサイクルの価値、それから、恐らくシェアリングなんかもそうだと思うんです

けれども、こうしたものをどういうふうに織り込んでいくかということは、表示の上でも、

ＣＦＰの評価の上でも重要な点になってこようかと思いますので、これはぜひ、今後検討

される中で、課題として検討いただくとよいのではないかと思います。 

 決してまとめではなく、大変印象的に思った点を３点ほど述べさせていただきました。 

 それでは、既に時間となっております。まだ言い足りないところがありましたら、事務

局宛てに終わってからでも御意見をお寄せいただければというふうに思います。時間が参

りましたので、これで終了とさせていただきたいと思います。 

 今日、実に多くの意見をいただきましたので、この中間の取りまとめ案の取扱いですけ

れども、本日の議論を踏まえて、事務局に修正を加えていただきたいと思っております。 

 その前に、事務局から回答いただくのをすっかり忘れていました。お願いいたします。 

【杉井課長】  全てかなり網羅的に意見いただきましたので、個々にお答えできないと

ころはあると思いますけれども、特にまだ施策に落とし込めていない部分について、今回
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いろいろと御提案をいただいたと思っておりまして、そこの部分は別に最後に１枚紙をつ

けさせていただいて、この検討会として政府にここをちゃんと変えてほしいということを

しっかり、この中間取りまとめとして、しっかりテイクノートさせていただくところをつ

くりたいと思っております。 

 特に、価格がそちらのほうが高いのではなくて、製品としてより価格面でも有利になる

という部分も含めた制度化の部分ですとか、なかなか現時点で直ちに施策として書けない

部分もあるところはありますけれども、あとは国際の部分とか連携の部分とかも含めて、

第一にはＡを一番真っ先にやってほしいという部分も含めて、そこはいただいた意見を、

しっかりここを検討会として重視すべきというところの欄を設けさせていただいて、ちゃ

んとそこを場合によってはまた一定のタイミングでこの検討会でフォローアップいただく

ことも含めて考えさせていただきたいと思いますので、そういう対応を、それはぜひ皆さ

んに御確認いただいて用意をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【高村座長】  ありがとうございます。ちゃんと事務局に御回答いただいてよかったで

す。申し訳ありません。うっかり失念しておりました。 

 今、杉井さんから話がありましたけれども、取りまとめに当たって本日の議論をどう反

映していくかについて御示唆いただきましたが、具体的にどう修正をするかという点につ

いて、大変恐縮なんですけれども、私、座長に一任をお願いしてもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【高村座長】  ありがとうございます。できるだけ施策に早く取り組んでいただくとい

うためにも、できるだけ忠実に皆様の御意見をうまく反映できるように努力をしたいと思

います。ありがとうございます。 

 それでは、こちらの取りまとめについては、私のところで確認をして、最終的には、当

然、確定前には皆様にも送付して御覧いただきたいと思っております。 

 本日の検討会は４回目の会議でございますけれども、中間の取りまとめということで一

つの区切りとなります。今回、幅広い論点について、非常に貴重な御意見いただいたこと

を改めてお礼申し上げたいと思います。 

 私自身も、今日も、稲垣委員や北村委員からもご紹介がありましたけれども、既にある

業界の取組を学ぶ機会にもなりましたし、そうした業界、事業者の皆さんとの連携をつく

っていく、これは小売の皆さんもそうなんですけれども、そうした機会が大きく広がって

いるということもこの検討会を通じて私自身確信をしたところであります。こうした連携



 -42- 

の１つの代表的なプラットフォームとして、今回の検討会を開催していただいたこと、環

境省にもお礼申し上げたいと思います。 

 それでは、環境省におかれましては、取りまとめの内容を踏まえて、皆様から強くあり

ました関係省庁、それから関係団体・事業者、自治体の皆さんと連携をしながら、具体的

な施策を進めていただきたいと思います。 

 それでは、大変お待たせしましたけれども、環境省地球環境局の関谷局長に、本日おこ

しいただいておりますので、御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【関谷局長】  皆様、本日は第４回目ということで、過去の会議も含めまして、大変自

由濶達な御議論、また、大変幅広いテーマでの御議論をいただきまして、本当に感謝申し

上げます。 

 私は今回初めて参加させていただきましたが、この問題、課題に対しての広がりが大き

いということと、それから、非常に皆様方の熱意もそうですけれども、今このテーマがい

かに必要とされているかということが分かる４回目の議論だったかというふうに思ってご

ざいます。 

 いただいた御指摘、非常に示唆に富むものが多くございまして、今日の取りまとめだけ

ではなかなか受け止め切れないところもございましたが、私どもができる限り、皆様方の

御指摘を踏まえて、これからの政策展開を図っていきたいというふうに思ってございます。 

 特に、今日、Ａ、Ｂ、Ｃという中でＡを力点を置いてというようなところは、皆様、多

くの方からも御指摘をいただきましたし、そこの部分については、なかなか一足飛びに急

に需要ができますというわけにはいきませんけれども、どなたかがおっしゃったようにス

ピード感も必要だということでございますので、今後、環境省また関係省庁を含めた関係

者の皆様とよく連携をしながら、具体化に向けてしっかり取組を進めていきたいというふ

うに考えてございます。 

 以上、大変簡単でございますけれども、今回を含めた４回の御議論への御礼と、それか

ら、今後の政策展開また検討の具体化に向けての御協力を改めてお願いいたしまして、私

からの御挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。 

【高村座長】  関谷局長、どうもありがとうございました。 

 それでは、今後の予定等について、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

【杉井課長】  本日は大変ありがとうございました。 

 本日いただきました御意見を踏まえまして、先ほど座長からもお話がありましたけれど
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も、中間取りまとめして反映させていただき、当然、委員の皆様、そして最後、最終的に

は座長に御確認いただいた後、取りまとめとして掲載させていただきたいと思っておりま

す。 

 また、本日の議事録につきましては、事務局で作成させていただいた上で、委員それか

らオブザーバーの皆様に御確認いただきました後、環境省のホームページに掲載させてい

ただきたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 改めて、４回にわたる御議論に御参加いただいたこと、心からお礼申し上げます。 

 それでは、本日の会合はこれで閉会としたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 

── 了 ── 


